
認知症及び軽度認知障害（ＭＣＩ）施策の推進等に関する包括連携協定 

 

旭川市（以下「甲」という。）とエーザイ株式会社（以下「乙」という。）とは、認知症及び軽度認知障害（以下

「認知症及びＭＣＩ」という。）の施策の推進等について、相互の協力が可能な分野における連携を図るため、次の

とおり認知症及びＭＣＩの施策の推進等に関する包括連携協定（以下「協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 協定は、甲と乙が協力し、連携することにより、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５

年法律第６５号）の趣旨を遵守し、認知症及びＭＣＩに対する正しい知識と理解を深めること、並びに認知症及

びＭＣＩに関する適切な対応や支援、認知症の発症予防・進行防止等に取り組み、認知症及びＭＣＩへの理解を

推進することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、市民に対して、協働で認知症及びМＣＩの施策に関する普及啓

発や早期発見及び早期対応の推進等（以下「連携事項」という。）を行うものとする。 

２ 連携事項の実施方法その他具体的な実施内容は、次のとおりとする。 

（1） 認知症及びＭＣＩの施策に関する普及啓発 

市民を対象とした啓発集会の開催等の普及啓発 

（2） 認知症及びМＣＩの早期発見及び早期対応の推進 

ア 認知症及びＭＣＩに関する研修会の実施等専門職の資質の向上に関すること。 

イ 甲及び地域包括支援センターが実施する認知症及びＭＣＩに関する研修会、認知症サポーター養成講座等 

 に対する乙の資材提供その他の協力 

（3） その他 

市民が認知症及びМＣＩになっても住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるまちづくりに資する

こと。 

３ 乙は、連携事項の実施に当たり、営利を目的とする活動を行ってはならない。 

 

（守秘義務） 

第３条  甲及び乙は、連携事項に関し取り扱う個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故を防止する措 

置を講じなければならない。 

２ 甲及び乙の職員又は職員であった者は、連携事項に関して知り得た個人情報及び相手方の秘密情報を漏らし、 

又は連携事項の実施以外の目的に利用してはならない。 

 

（反社会的勢力への対応） 

第４条 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。 

(1) 脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求 

(2）風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害 

(3）その他前２号に準じて行うべき行為 

２ 甲及び乙は、反社会的勢力（暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人などを 

含み、これに限らない。）と関係を持たないことを表明し保証する。 

 

（協定の期間） 

第５条 協定の期間は、協定締結の日から令和９年３月末日までとする。 

２ 前項の期間の満了１月前までに甲又は乙から終了の申出がないときは、協定の期間を１年間延長するものとし、

以後も同様とする。 

３ 第３条の規定は、協定の期間満了後も効力を有する。 

 

（協定の変更及び解除） 

第６条 甲又は乙は、協定の変更又は解除を必要と判断したときは、甲乙間で協議の上、協定の変更又は解除を行

うものとする。 

２ 甲又は乙は、相手方が第４条第 1項又は第 2項の規定に違反したときは、何ら協議することなく、相手方に対

して協定を解除する旨の通知をすることにより、協定を解除することができるものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第７条 協定に定めのない事項又は協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙間で協議して定めるもの

とする。 

 

本協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲、乙それぞれ押印の上、各自その１通を保有する。 
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